
自費介護サービス重要事項説明書 
 

作成日 令和    年   月   日 ～ 令和    年   月   日。 

1 事業主体概要 

事業主体名 愛＆喜び株式会社 

代表者名 代表取締役  羅 傑章 

所在地 千葉県白井市根 1931 番地の 25 

電話番号/FAX 番号 047-779-3121 

法人設立年月日 2017 年 12 月 6 日 

法人が運営している事業 1 介護・福祉に関する見学会・展覧会等のイベントの企画、立案

及び実施 

 

2 健康機器、医療用具、福祉用具及び介護用品の販売及び 

輸出入 

 

3 介護・福祉に関する教育訓練業務 

 

4 介護・福祉に関する情報提供及びコンサルティング 

 

5 留学に関するコンサルティング並びに留学先の斡旋,紹介並び

に留学手続の代行 

 

6 国際交流事業の企画、立案及び実施 

 

7 翻訳業及び通訳業 

 

8 介護保険法に基づく居宅サービス事業 

 

9 保険法外自費サービス事業 

 

10 その他、地域福祉の向上、地域社会の発展に係る事業 

① 口腔ケア 

② 福祉美容 

③ 視察・実習・研修・ボランティア受け入れ事業 

 

11 前号に附帯関連する一切の事業 

 

 

 



２ 事業日、及び、受付時間 

事業日 年中無休 

受付時間 月曜日から金曜日まで 9:00-18:00 

受付時間外の対応 080-3021-8472 による対応 

 

３ 運営方針 

愛＆喜び株式会社の理念、及び、法人の運営方針に基づき、お客様とそのご家族様が、住

み慣れた地域 の中で安心安全な、そして、自分らしい生活ができるよう支援致します。 

① お客様の有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援

致します。 

② お客様の意思、及び、人格を尊重し、常にお客様の立場に立ったサービスの提供に努 

めます。 

 

４ サービスの内容＆料金 

【 1 】自費サービスのみを行う場合（税抜） 

＊生活援助 

サービス内容：例  入院中の洗濯・必需品の調達、大掃除、窓ガラス磨き、

花木の水やり、 部屋の模様替え、庭の草むしり、薬受

け等 

【料金】ヘルパー1 名につき 

時   間 

平日時間 

早朝夜間休日時間 月曜日～金曜日  

（午前 8 時～午後 6 時） 

・30 分未満 1,300 円 

25％割増 ・30 分以上 1 時間未満 2,300 円 

・1 時間以上 1 時間 30 分未満 3,200 円 

＊身体介護 

サービス内容：例  病院の付き添い・病院内の介助、外出・旅行・墓参り・買物同行、 見守り

等 

【料金】ヘルパー1 名につき 

時   間 

平日時間 

早朝夜間休日料金 月曜日～金曜日  

（午前 8 時～午後 6 時） 

・30 分未満 1,700 円 

25％割増 ・30 分以上 1 時間未満 2,700 円 

・1 時間以上 1 時間 30 4,000 円 



分未満 

 

【 2 】介護保険サービスに引き続き行う自費サービス料金（税抜） 

サービス利用時間 身体介護 生活援助 

平日時間 

身体介護 生活援助 

早朝夜間休日時間 

30 分 1,500 円 

25％割増 
45 分 2,250 円 

1 時間 3,000 円 

以降、15 分毎に 750 円 

 

 

【割増】 

午前 8 時 00 分～午後 6 時 00 分まで 通常料金 

早朝 

（午前 6 時 00 分～午前 8 時 00 分まで） 
25％割増 

夜間 

（午後 6 時 00 分～午後 10 時 00 分まで） 
25％割増 

深夜 

（午後 10 時 00 分～翌午前 6 時 00 分まで） 
50％割増 

年末年始 

（12 月 30 日～1 月 3 日） 
上記の他 50％割増 

 

【キャンセル料】 

お客様のご都合でサービスを中止された場合 

内 容 料金 

・サービス予定日前日午後 6 時までにご連絡をいただいた場合 利用料金 0％ 

・サービス予定日当日までにご連絡をいただいた場合 利用料金 50％ 

・サービス予定日前日までにご連絡をいただかなかった場合 利用料金 100％ 

 

【交通費】 

船橋市 無料 

上記以外の地域 実費請求 

※サービス提供中に公共交通機関等を使用した場合は、別途ご請求させていただきます。 

 

６ 料金の支払い方法 

サービス利用料金は 1 か月毎に計算し、翌月 5 日までに請求書を発行します。お支払いは、

15 日までに愛＆喜び株式会社銀行口座への振込（振込手数料はお客様負担となります。）、又

は、愛＆喜び株式会社従業員が訪問時に集金させていただきます。 

三菱 UFJ 東京銀行 鎌ケ谷支店 普通口座 



口座番号：0495757 口座名義：愛＆喜び株式会社 

７ 個人情報の保護 

（１）愛＆喜び株式会社は、契約書第 13 条に基づき、保有する全ての個人情報の保護を図りま

す。 

（２）個人情報を外部へ提供する際の利用目的 

お客様の居宅介護支援事業者 
自費介護サービスを提供するため居宅介護支援

事業者との連携と照会への回答等 

お客様のご家族様等 お客様の心身の状況の説明等 

保険会社等 
お客様に対する損害賠償等に関する保険会社等

への相談、又は、届出 

業務委託先の事業者、及び、それ

に準ずる活動を行う団体・ 個人 

サービス提供に関わる業務の一部（送迎等）の外

部業者や個人への委託 

 

（３）お客様の同意を得ることなく個人情報を取り扱う場合 

次に該当する場合、愛＆喜び株式会社は、あらかじめお客様の同意を得ることなく、個人

情報を取り 扱うことができるものとします。ただし、必要かつ合理的な範囲とします。 

ア 法令に基づくとき 

イ 人の生命、身体、又は、財産を保護するために緊急に必要がある場合で、お客様の同

意を得ることが困難であるとき 

ウ 公衆衛生の向上等のために特に必要がある場合で、お客様の同意を得ることが困難で

あるとき 

エ 国の機関、若しくは、地方公共団体、又は、その委託を受けたものが、法令の定める事

務を遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

（４）愛＆喜び株式会社は、前述の利用目的に沿って、必要最小限の個人情報をお客様の同

意を得た上で 収集し、これを適正に管理します。 

なお、個人情報の開示・訂正・追加・第三者への提供等の請求について、お申し出頂けれ

ば、お客 様の本人確認の上、法人の個人情報保護規程の定めるところにより、速やかに

対応します。 

 

８ 苦情相談窓口 

窓口担当者 洪 静宜(こう せいぎ) 

ご利用時間 午前 9 時 00 分から午後 6 時 00 分までの間 

（ただし、事情により即時に対応できない場合があります） 

ご利用方法 電話 080-3021-8472 にて対応 

 

９ 緊急時、及び、事故発生時の対応方法 

サービスの提供中に、お客様の身体の状態に著しい変化が見られた場合は、『緊急時連絡

票』に記入 されたご家族等に速やかに連絡します。急を要する場合は救急隊を要請し、事

後報告となる場合があります。 



※『緊急時連絡票』に記載された連絡先等が変わった際は、その都度ご連絡ください。 

10 大規模災害発生時の対応方法 

サービスの提供中、又は、当日のサービス提供前において、大規模災害発生時には、お客

様、及び、 訪問介護員の身の安全を第一とし、情報の収集を図ると共に、適切な対応を致し

ます。 

 

11 感染症等の対応 サービス提供前において、感染症（インフルエンザ・ノロウイルス等）の症

状がある場合には、速や かにご連絡ください。又、サービス当日において感染症等に疑い

のあると 愛＆喜び株式会社が判断した場 合は、感染拡大防止のため必要な対応策を図り、

医療機関への受診をお願いする場合があります。 担当訪問介護員が発症した場合は、代替

の介護員で対応させていただく場合があります。 

 

12 愛＆喜び株式会社、又は、お客様が契約を解除する場合の事由、及び、手続等 

自費介護サービス契約書 

「契約の終了」条項より 

次のいずれかに該当する場合には、本契約は終了するも

のとします。 

①お客様が亡くなられた場合 

②お客様が本契約第 10 条に基づき、本契約を中途解約

した場合 

③お客様が本契約第 11 条に基づき、本契約を解除した

場合 

④愛＆喜び が本契約第 12 条に基づき、本契約を解除し

た場合 

自費介護サービス契約書 

「お客様による中途解 約」

条項より 

お客様は、本契約の有効期間中、契約解除を希望する日

の 7 日前までに愛＆喜びが指定する書面により、本契約

を解除することができます。但し、 お客様の急変、急な入

院などの止むを得ない事情のある場合は、契約解 除を希

望する日の 7 日以内であっても、この契約を解除すること

ができ ます。 

自費介護サービス契約書 

「お客様からの契約解除」

条項より 

お客様は、次に掲げる事由が客観的に存在すると認められ

る場合には、 直ちに本契約を解除することができるものと

します。 

①愛＆喜びが、お客様、又は、そのご家族様に対し、不法

行為を行った 場合 

②愛＆喜びが、本契約に著しく違反し、お客様に対して重

大な損害を発生させた場合 

③愛＆喜びが、正当な理由なくサービスの提供を拒否した

場合 

④愛＆喜びが、破産手続開始の申立、民事再生手続き開

始の申立、又 は、会社更生手続き開始の申立をし、又は、

申立を受けた場合 



⑤ 上記各号の他、本契約を継続し難い重大な事情が認

められる場合 

自費介護サービス契約書 

「愛＆喜びからの契約解

除」 条項より 

愛＆喜びは、お客様が以下の事項に該当する場合には、

本契約を解除することができます。なお、原則として愛＆喜

びは、お客様、及び、そのご家族 様と協議の場を設け、誠

実に協議することにより、本契約を解除するか 否かを慎重

に決定するものとします。 

① 契約時に必要な書類に虚偽の記載をし、又は、故意に

不利益とな る事実を告知しない等の不正手段により、愛＆

喜びとの信頼関係に支 障をきたした場合 

② お客様が支払うべきサービス利用料の支払いが 2 か

月以上遅延 し、相当期間を定めた督促にも関わらず、これ

が支払われない場合 

③ お客様、又は、そのご家族様が、法令、又は、本契約の

条項に違 反し、愛＆喜びが改善の見込みがないと判断し

た場合 

④ お客様、又は、そのご家族様が、愛＆喜び、又は、職員

の生命、身体、 財産、若しくは、信用を傷つける恐れがあ

り、且つ愛＆喜びがこれを 防止できないと判断した場合 

⑤ 地震等の天災、その他止むを得ない事情によって継続

的な運営が 困難になった場合 

⑥ 前各号の他、お客様、又は、そのご家族様と愛＆喜び

との信頼関係に支障をきたし、その回復が困難であり、愛

＆喜びが適切なサービスの提供を継続できないと判断した

場合 

 

13 事故発生時の対応 

事故発生時は次の必要な措置を講じます。又、事故についての検証、 

今後の防止策を講じます。 

・応急措置 

・お客様の主治医、又は、救急隊要請 

・訪問介護員からご家族様への連絡 

 

14 損害賠償 

愛＆喜びは、愛＆喜びの責めに帰すべき事由によりお客様、又は、そのご家族様の生命、身

体、財産、又は、 名誉に損害を発生させた場合には、直ちに必要な措置を講ずるとともに、速

やかに相当因果関係の範囲 内の損害を賠償するものとします。但し、お客様にも責めに帰す

べき事由が存するときは、賠償額が減額されるものとします。 

 

15 訪問介護員の選定等 



訪問介護員の選定 

サービス提供時に担当の訪問介護員を決定します。ただし、

実際の提供にあ たっては、複数の訪問介護員がサービスに

あたる場合があります 

訪問介護員の変更を 

させていただく場合 

次の場合、訪問介護員の変更をさせていただく場合がありま

す 

・訪問介護員が退職、疾病等でサービスに従事できない場合 

・サービス内容、訪問時間が変更になった場合 

・担当訪問介護員のスケジュールが変更になった場合 

お 客 様 の希 望 によ る 

訪問介護員の変更 
ご相談に応じます 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約の締結に当たり、本自費介護サービス重要事項説明書により説明を行いました。 

 

 

 

   年     月     日     説明者署名                          

 

 

 

 

 

 

契約の締結に当たり、本自費介護サービス重要事項説明書により説明を受けました。 

 

 

 

年     月     日     署      名                          


